
　

都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正

【
賛
成
全
員
･･
可
決
】

　

市
民
に
有
料
公
園
施
設
を
安
全

で
快
適
に
利
用
し
て
い
た
だ
く
た

め
、
現
在
進
め
て
い
る
田
辺
中
央

体
育
館
の
空
調
設
備
整
備
を
始
め
、

老
朽
化
し
た
施
設
の
改
修
を
今
後

も
計
画
的
に
進
め
る
に
あ
た
り
、

利
用
者
負
担
の
適
正
化
を
図
る
べ

く
、
有
料
公
園
施
設
の
料
金
改
定

を
提
案
す
る
も
の
。

　
　
　

料
金
改
定
に
あ
た
り
、
ど

の
よ
う
に
市
民
に
周
知
し
て
い
く

の
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
周
知

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広

報
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
体
育
協
会
の
体
育

館
だ
よ
り
な
ど
を
通
じ
て
、
丁
寧

に
説
明
し
て
い
き
た
い
。
周
知
開

始
時
期
が
早
す
ぎ
て
混
乱
を
ま
ね

か
な
い
よ
う
、
指
定
管
理
者
と
相

談
し
な
が
ら
、
な
る
べ
く
早
い
段

階
で
周
知
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　

障
が
い
者
・
児
の
利
用
は
、

ど
う
な
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ

れ
ま
で
ど
お
り
引
き
続
き
同
じ
よ

う
な
利
用
が
で
き
る
よ
う
に
指
定

管
理
者
と
相
談
し
な
が
ら
、
配
慮

し
て
進
め
て
い
き
た
い
。

　
　
　

適
正
な
利
用
者
負
担
は
、

必
要
だ
と
考
え
る
が
、
そ
の
上
で

他
に
同
じ
よ
う
な
用
途
で
使
用
で

き
る
文
化
施
設
と
の
利
用
料
の
整

合
性
は
、
ど
う
な
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　

そ
の
点
は
課
題
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
市
全
体
で

施
設
使
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
き
た
い
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正【賛

成
全
員
･･
可
決
】

　

地
方
税
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、

地
方
税
法
に
お
け
る
延
滞
金
の
割

合
に
係
る
規
定
が
見
直
さ
れ
た
こ

と
に
伴
い
、
保
険
料
に
お
け
る
延

滞
金
の
割
合
に
係
る
規
定
等
を
整

理
す
べ
く
所
要
の
改
正
を
行
う
も

の
。

　
　
　

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ

り
延
滞
金
の
減
免
を
行
っ
て
い
く

場
合
、
基
準
が
必
要
と
な
る
と
思

う
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　

主
に
災
害
に

よ
る
損
失
を
受
け
た
と
き
、
生
活

困
窮
に
よ
り
公
私
の
補
助
を
受
け

て
い
る
と
き
、
ま
た
は
被
保
険
者

が
死
亡
、
病
気
等
で
生
活
困
窮
の

状
態
に
あ
る
と
き
を
想
定
し
て
い

る
。
現
在
、
時
効
に
つ
い
て
は
内

規
で
整
備
し
て
い
る
。

　

介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

【
賛
成
全
員
･･
可
決
】

　

地
方
税
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、

地
方
税
法
に
お
け
る
延
滞
金
の
割

合
に
係
る
規
定
が
見
直
さ
れ
た
こ

と
に
伴
い
、
保
険
料
に
お
け
る
延

滞
金
の
割
合
に
係
る
規
定
等
を
整

理
す
べ
く
所
要
の
改
正
を
行
う
も

の
。

　
　
　

延
滞
金
を
徴
収
し
た
事
例

は
あ
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　

延
滞
金
を
徴

収
し
た
実
績
は
な
い
。
延
滞
金
が

か
か
る
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
保
険

料
本
体
を
支
払
う
こ
と
で
精
一
杯

で
、
延
滞
金
は
減
免
し
て
い
る
の

が
実
情
で
あ
る
。

　

防
災
会
議
条
例
の
一
部
改
正

【
賛
成
全
員
･･
可
決
】

　

京
田
辺
市
防
災
会
議
と
京
田
辺

市
水
防
協
議
会
の
統
合
に
伴
い
、

所
掌
事
務
の
拡
充
を
行
う
た
め
、

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
。

　
　
　

防
災
会
議
と
水
防
協
議
会

の
委
員
は
、
ど
れ
く
ら
い
重
複
し

て
い
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

水
防
協
議
会
委
員
全
員
が
防
災

会
議
の
委
員
を
兼
ね
て
い
る
。

　
　
　

事
務
処
理
も
統
合
す
る
の

か
。

　

事
務
処
理
に
つ
い
て
水
防
に
関

す
る
こ
と
は
消
防
が
所
管
し
、
防

災
に
関
す
る
こ
と
は
、
安
心
ま
ち

づ
く
り
室
が
所
管
し
、
防
災
会
議

の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。

　

市
立
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
指

定
管
理
者
の
指
定

【
賛
成
全
員
･･
可
決
】

　

京
田
辺
市
立
社
会
福
祉
セ
ン
タ

ー
の
管
理
に
つ
い
て
、
地
方
自
治

法
第
２
４
４
条
の
２
第
３
項
の
規

定
に
基
づ
く
指
定
管
理
者
の
指
定

を
行
う
も
の
。

　
　
　

新
型
コ
ロ
ナ
対
策
等
で
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
協
力
し
に
く
く
な

り
、
指
定
管
理
者
も
運
営
が
難
し

く
な
る
と
思
う
が
、
そ
の
こ
と
で

協
議
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
も
直
接
、
本
人
と
触
れ
合
う
こ

と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
が
、
イ

ベ
ン
ト
は
例
年
通
り
の
開
催
が
で

き
た
よ
う
な
の
で
、
市
と
し
て
も

引
き
続
き
協
力
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
と
し
て
の
機
能
は
果
た
せ
て

い
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　

防
災
訓
練
や

防
災
研
修
に
も
積
極
的
に
参
加
し

て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
、
継
続

し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

火
災
予
防
条
例
の
一
部
改
正

【
賛
成
全
員
･･
可
決
】

　

対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構

造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器

具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省

令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
電
気
自
動
車
用
の
急
速
充

電
設
備
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す

る
た
め
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
。

　
　
　

電
気
自
動
車
用
の
急
速
充

電
設
備
は
市
内
で
ど
れ
く
ら
い
設

置
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　

急
速
充
電
設
備
に

関
し
て
条
例
化
さ
れ
た
時
点
で
は

届
出
義
務
が
な
か
っ
た
た
め
、
正

確
な
件
数
は
わ
か
ら
な
い
が
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
調
べ
た
結
果
、

急
速
充
電
設
備
と
し
て
確
認
が
と

れ
た
も
の
は
、
５
件
で
あ
っ
た
。

　
　
　

今
後
の
周
知
に
関
す
る
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

　
　
　
　
　
　

販
売
事
業
者
側
は

届
出
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
理
解

し
て
い
る
の
で
、
販
売
事
業
者
が

届
け
出
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。

　

地
区
計
画
区
域
内
に
お
け
る
建

築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正　
　
【
賛
成
全
員
･･
可
決
】

　

都
市
計
画
法
第
12
条
の
４
第
１

項
に
よ
り
大
住
工
業
地
区
に
お
い

て
綴
喜
都
市
計
画
の
地
区
計
画
を

変
更
す
る
こ
と
に
伴
い
、
建
築
基

準
法
第
68
条
の
２
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
所
要
の
改
正
を
行
う
も

の
。

　
　
　

具
体
的
に
は
何
が
ど
う
か

わ
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　

基
本
的
に
は

大
住
工
業
地
域
の
拡
大
で
あ
り
、

拡
大
す
る
エ
リ
ア
に
お
い
て
環
境

に
影
響
を
あ
た
え
な
い
よ
う
に
規

制
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
例
え

ば
用
途
の
限
定
、
建
物
の
壁
面
の

位
置
の
制
限
、
細
か
く
土
地
を
分

割
し
な
い
よ
う
に
最
低
敷
地
面
積

を
定
め
る
な
ど
の
内
容
に
な
っ
て

い
る
。

　

公
共
下
水
道
使
用
料
徴
収
条
例

の
一
部
改
正【

賛
成
全
員
･･
可
決
】

　

地
方
公
営
企
業
法
に
お
け
る
経

営
の
基
本
で
あ
る
独
立
採
算
に
よ

る
事
業
運
営
が
可
能
と
な
る
よ
う

料
金
体
系
を
見
直
し
、
公
共
下
水

道
使
用
料
を
改
定
す
る
た
め
、
所

要
の
改
正
を
行
う
も
の
。

　
　
　

公
共
下
水
道
使
用
料
が
制

定
さ
れ
て
約
35
年
間
、
値
上
げ
し

な
か
っ
た
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
何

か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
水

道
の
普
及
に
貢
献
で
き
た
こ
と
で

あ
る
。

　
　
　

料
金
改
定
に
よ
る
メ
リ
ッ

ト
は
何
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

基
本

料
金
と
従
量
料
金
を
は
っ
き
り
分

け
た
の
で
、
基
本
料
金
部
分
で
維

持
管
理
に
係
る
経
費
を
安
定
し
て

徴
収
で
き
る
こ
と
と
従
量
料
金
部

分
で
使
用
し
た
量
が
使
用
者
に
は

っ
き
り
と
認
識
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
が
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。

　
　
　

消
費
税
導
入
時
な
ど
下
水

道
料
金
を
上
げ
な
か
っ
た
こ
と
が

今
回
、
平
均
約
１
・
４
倍
も
の
値

上
げ
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
水
道

の
普
及
を
最
重
要
に
考
え
、
比
較

的
安
価
な
料
金
で
普
及
率
を
上
げ

る
た
め
に
経
営
努
力
を
行
っ
て
き

た
。
し
か
し
、
下
水
道
処
理
に
係

る
必
要
な
費
用
に
つ
い
て
は
、
使

用
さ
れ
る
市
民
の
み
な
さ
ま
に
ご

負
担
い
た
だ
く
と
い
う
考
え
方
を

併
せ
持
っ
て
料
金
の
改
定
を
提
案

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

令
和
２
・
３
・
４
年
度
継
続
施

行
可
燃
ご
み
広
域
処
理
施
設
敷
地

粗
造
成
工
事
請
負
契
約
に
つ
い
て

【
賛
成
多
数
･･
可
決
】

　

市
の
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き

契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分

に
関
す
る
条
例
第
２
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
総
合
評
価
競
争
入
札
に

付
し
た
令
和
２
・
３
・
４
年
度
継

続
施
行
可
燃
ご
み
広
域
処
理
施
設

敷
地
粗
造
成
工
事
に
つ
い
て
、
請

負
契
約
を
締
結
す
る
た
め
、
地
方

自
治
法
第
96
条
第
１
項
第
５
号
の

規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
求

め
る
も
の
。

　
　
　

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
人
件

費
の
高
騰
で
入
札
価
格
に
差
が
出

た
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　

国
土
交
通
省

 

・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
の

３
省
合
同
で
定
め
ら
れ
た
人
件
費

に
沿
っ
て
積
算
さ
れ
て
い
る
の
で
、

人
件
費
の
影
響
と
は
考
え
に
く
い
。

　

京
都
府
市
町
村
職
員
退
職
手
当

組
合
規
約
の
変
更

【
賛
成
全
員
･･
可
決
】

　

京
都
府
市
町
村
職
員
退
職
手
当

組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体

に
相
楽
東
部
広
域
連
合
を
加
え
、

組
合
規
約
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
地
方
自
治
法
第
２
８
６
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
す
る

た
め
、
同
法
第
２
９
０
条
の
規
定

に
よ
り
議
会
の
議
決
を
得
よ
う
と

す
る
も
の
。

　

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特

定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

改
正　
　
　
【
賛
成
全
員
･･
可
決
】

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
改

正
に
伴
い
、
同
法
を
引
用
す
る
部

分
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う

も
の
。

　

水
道
事
業
及
び
下
水
道
事
業
の

設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正　
　
　
　
【
賛
成
全
員
･･
可
決
】

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
。

　

道
路
線
の
認
定

【
賛
成
全
員
･･
可
決
】

　

従
前
の
宅
地
開
発
等
に
よ
り
築

造
さ
れ
て
い
た
自
転
車
及
び
歩
行

者
専
用
道
路
等
に
つ
い
て
、
道
路

法
の
規
定
に
基
づ
き
路
線
の
認
定

を
行
う
も
の
。

問

問問

問

問

問

問問

問

問

問

問問

問問

問

　

市
議
会
は
、
12
月
11
日
に
建
設
経
済
常
任
委
員
会
、
14
日
に
総
務
常
任

委
員
会
、
そ
し
て
15
日
に
文
教
福
祉
常
任
委
員
会
を
開
会
し
、
定
例
会
初

日
に
付
託
さ
れ
た
市
長
提
出
の
議
案
13
件
と
市
民
か
ら
提
出
さ
れ
た
請
願

１
件
に
つ
い
て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
補
正
予
算
案
２
件
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
所
管
部
分
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
議
案
審
査
、
補
正
予
算
審
査
の
主
な
質
疑
は
次
の
と
お
り

で
す
。
文
教
福
祉
常
任
委
員
会
が
行
っ
た
請
願
審
査
の
内
容
は
、
６
面
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。

そ
の
他
の
議
案

国
保
医
療
課
長

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長

市
民
部
長

介
護
保
険
課
長

社
会
福
祉
課
長

計
画
交
通
課
長

予
防
課
長

予
防
課
長

経
営
管
理
室
担
当
課
長

経
営
管
理
室
担
当
課
長

上
下
水
道
部
副
部
長

社
会
福
祉
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